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災害に関する主な税務上の取扱いについて（所得税） 

1 災害により滅失・損壊した資産等 

事業を営む個人の有する商品、店舗、事務所等の資産が災害により被害を受けた場合に、その被災に

伴い次のような損失又は費用が生じたときには、その損失又は費用の額は損金の必要経費に算入されま

す。 

① 商品や原材料等の棚卸資産、店舗や事務所等の固定資産などの資産が災害により滅失又は損壊し

た場合の損失の額 

② 損壊した資産の取壊し又は除去のための費用の額 

③ 土砂その他の障害物の除去のための費用の額 

(必要経費) 

法第三十七条 その年分の不動産所得の金額、事業所得の金額又は雑所得の金額(事業所得の金額及

び雑所得の金額のうち山林の伐採又は譲渡に係るもの並びに雑所得の金額のうち第三十五条第三項

(公的年金等の定義)に規定する公的年金等に係るものを除く。)の計算上必要経費に算入すべき金額

は、別段の定めがあるものを除き、これらの所得の総収入金額に係る売上原価その他当該総収入金額

を得るため直接に要した費用の額及びその年における販売費、一般管理費その他これらの所得を生

ずべき業務について生じた費用(償却費以外の費用でその年において債務の確定しないものを除く。)

の額とする。 

2  山林につきその年分の事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費

に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、その山林の植林費、取得に要した費用、管理

費、伐採費その他その山林の育成又は譲渡に要した費用(償却費以外の費用でその年において債

務の確定しないものを除く。)の額とする。 

（資産損失の必要経費算入) 

法第五十一条 居住者の営む不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業の用に供される固

定資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものについて、取りこわし、除却、滅失(当該資産の損

壊による価値の減少を含む。)その他の事由により生じた損失の金額(保険金、損害賠償金その他これ

らに類するものにより補てんされる部分の金額及び資産の譲渡により又はこれに関連して生じたものを

除く。)は、その者のその損失の生じた日の属する年分の不動産所得の金額、事業所得の金額又は山

林所得の金額の計算上、必要経費に算入する。 

2 居住者の営む不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業について、その事業の遂行上

生じた売掛金、貸付金、前渡金その他これらに準ずる債権の貸倒れその他政令で定める事由により

生じた損失の金額は、その者のその損失の生じた日の属する年分の不動産所得の金額、事業所得

の金額又は山林所得の金額の計算上、必要経費に算入する。 

3 災害又は盗難若しくは横領により居住者の有する山林について生じた損失の金額(保険金、損害賠

償金その他これらに類するものにより補てんされる部分の金額を除く。)は、その者のその損失の生じ

た日の属する年分の事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上、必要経費に算入する。 

4  居住者の不動産所得若しくは雑所得を生ずべき業務の用に供され又はこれらの所得の基因とな

る資産(山林及び第六十二条第一項(生活に通常必要でない資産の災害による損失)に規定する資
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産を除く。)の損失の金額(保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補てんされる部分の

金額、資産の譲渡により又はこれに関連して生じたもの及び第一項若しくは第二項又は第七十二条

第一項(雑損控除)に規定するものを除く。)は、それぞれ、その者のその損失の生じた日の属する年

分の不動産所得の金額又は雑所得の金額(この項の規定を適用しないで計算したこれらの所得の

金額とする。)を限度として、当該年分の不動産所得の金額又は雑所得の金額の計算上、必要経費

に算入する。 

5  第一項及び前二項に規定する損失の金額の計算に関し必要な事項は、政令で定める。 

4 復旧のために支出する費用 

事業を営む個人が災害により被害を受けた固定資産(以下「被災資産」といいます。)について支出する

次のような費用に係る資本的支出と修繕費の区分については、次のとおりとなります。 

1. 被災資産についてその原状を回復するための費用は、修繕費となります。 

2. 被災資産の被災前の効用を維持するために行う補強工事、排水又は土砂崩れの防止等のために支

出する費用について、修繕費とする経理をしているときは、この処理が認められます。 

3. 被災資産について支出する費用(1 又は 2 に該当するものを除きます。)の額のうち、資本的支出か修

繕費か明らかでないものがある場合、その金額の 30％相当額を修繕費とし、残額を資本的支出とする

経理をしているときは、この処理が認められます。 

（修繕費に含まれる費用） 

基通 37-11 業務の用に供されている固定資産の修理、改良等のために支出した金額のうち当該固定資

産の通常の維持管理のため、又は災害等によりき損した固定資産につきその原状を回復するために要

したと認められる部分の金額(当該金額に係る損失につき法第 51 条第 1 項若しくは第 4 項《資産損失

の必要経費算入》又は第 72 条《雑損控除》の規定の適用を受けている場合には、当該金額のうち、こ

れらの規定に規定する損失の金額に算入された金額を除く。)が修繕費となるのであるが、次に掲げる

ような金額は、修繕費に該当する。（昭 55 直所 3－19、直法 6－8 追加、昭 57 直所 3－1 改正） 

⑴ 建物の移えい又は解体移築をした場合(移えい又は解体移築を予定して取得した建物についてし

た場合を除く。)におけるその移えい又は移築に要した費用の額。ただし、解体移築にあっては、旧

資材の 70%以上がその性質上再使用できる場合であって、当該旧資材をそのまま利用して従前の

建物と同一の規模及び構造の建物を再建築するものに限る。 

⑵ 機械装置の移設(49－5 の適用のある移設を除く。)に要した費用(解体費を含む。)の額 

⑶ 地盤沈下した土地を沈下前の状態(業務の用に供された時において既に沈下していた土地につい

ては、その業務の用に供された時の状態とする。)に回復するために行う地盛りに要した費用の額(そ

の土地の沈下による損失につき法第 51 条第 1 項若しくは第 4 項又は第 72 条の規定の適用を受け

ている場合には、当該部分の金額のうち、これらの規定に規定する損失の金額に算入された金額を

除く。）。 

⑷ 建物、機械装置等が地盤沈下により海水等の浸害を受けることとなったために行う床上げ、地上げ

又は移設に要した費用の額（当該費用に係る損失につき法第 51 条第 1 項若しくは第 4 項又は第

72 条の規定の適用を受けている場合には、当該費用のうち、これらの規定に規定する損失の金額

に算入された金額を除く。）。ただし、その床上工事等が従来の床面の構造、材質等を改良するもの

である等明らかに改良工事であると認められる場合のその改良部分に対応する金額を除く。 
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⑸ 現に使用している土地の水はけを良くするなどのために行う砂利、砕石等の敷設に要した費用の

額及び砂利道又は砂利路面に砂利、砕石等を補充するために要した費用の額 

（災害の復旧費用の必要経費算入） 

基通 37-12 の 2 災害により被害を受けた固定資産（以下この項において「被災資産」という。）の被災前

の効用を維持するために行う補強工事、排水又は土砂崩れの防止等のために支出した費用の額（当

該費用に係る損失につき法第 51 条第 1 項若しくは第 4 項又は第 72 条の規定の適用を受けている場

合には、当該費用のうち、これらの規定に規定する損失の額に算入された金額を除く。）を修繕費の額

として当該業務に係る所得の金額を計算し、それに基づいて確定申告を行っているときは、37－10 に

かかわらず、これを認めるものとする。（平 7 課所 4－16 追加） 

（注） 

1 被災資産の復旧に代えて資産の取得をし、又は特別の施設（被災資産の被災前の効用を維持する

ためのものを除く。）を設置する場合の当該資産の取得又は特別の施設の設置は新たな資産の取

得に該当し、その取得のために支出した金額は、これらの資産の取得の対価及び付随費用となるの

であるから、これらの資産の取得価額に含めることに留意する。 

2 この取扱いは、令第 140 条《固定資産に準ずる資産の範囲》に規定する繰延資産につき、当該繰

延資産の基因となる固定資産について損壊等の被害があった場合について準用する。 

（災害の場合の原状回復のための費用の特例） 

基通 37-14 の 2 災害により損壊した業務の用に供されている固定資産について支出した費用で、その

費用の額を修繕その他の原状回復のために支出した部分の額とその他の部分の額とに区分すること

が困難なものについては、当該損壊により生じた損失につき法第 72 条の規定の適用を受ける場合を

除き、その費用の額の 30%相当額を原状回復のために支出した部分の額とし、残余の額を資本的支出

の部分の額とすることができる。（昭 55 直所 3－19、直法 6－8、昭 57 直所 3－1、平 7 課所 4－16 改

正） 

(注) 当該損壊により生じた損失につき法第 51 条第 1 項又は第 4 項の規定の適用がある場合には、

上記により計算された原状回復のために支出した費用の額であっても、51－3 により必要経費に算

入されないものがあることに留意する。 

 

5 従業員等に支給する災害見舞金品 

事業を営む個人が災害により被害を受けた従業員等又はその親族等に対して一定の基準に従って支

給する災害見舞金品は、福利厚生費として損金の必要経費に算入されます。 

また、事業を営む個人が、自己の従業員等と同等の事情にある専属下請先の従業員等又はその親族

等に対して一定の基準に従って支給する災害見舞金品についても、同様に必要経費の額に算入されま

す。措通(法)61 の 4(1)－10(2) 、61 の 4(1)－18(4) を準用。 

6 災害見舞金に充てるために同業団体等へ拠出する分担金等 

所属する同業団体等の構成員の有する事業用資産について災害により損失が生じた場合に、その損

失の補てんを目的とする構成員相互の扶助等に係る規約等に基づき合理的な基準に従って、同業団体

等から賦課され、拠出する分担金等は、その支出する事業年度の損金の必要経費の額に算入されます。 
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（災害見舞金に充てるために同業団体等へ拠出する分担金等） 

基通 37-0 の 6 業務を営む者が、その所属する協会、連盟その他の同業団体等（以下この項において

「同業団体等」という。）の構成員の有する業務の用に供されている資産について災害による損失が生じ

た場合に、その損失のほてんを目的とする構成員相互の扶助等に係る規約等（災害の発生を機に新たに

定めたものを含む。）に基づき合理的な基準に従って当該災害発生後に当該同業団体等から賦課され、

拠出した分担金等は、その支出した日の属する年分の当該業務に係る所得の金額の計算上必要経費に

算入する。（平 7 課所 4－16 追加、平 23 課個 2－33、課法 9－9、課審 4－46 改正） 

7 個人が支払を受ける災害見舞金 

個人が支払を受ける災害見舞金で、その金額がその受贈者の社会的地位、贈与者との関係等に照ら

し社会通念上相当と認められるものについては、課税しないものとされています。 

（葬祭料、香典等） 

基通 9-23 葬祭料、香典又は災害等の見舞金で、その金額がその受贈者の社会的地位、贈与者との関

係等に照らし社会通念上相当と認められるものについては、令第 30 条の規定により課税しないものとす

る。（平元直所 3－14、直法 6－9、直資 3－8 改正） 

8 低利又は無利息により生活資金の貸付けを受けた場合の経済的利益 

災害により臨時的に多額な生活資金を要することとなった役員又は使用人が、使用者からその資金に

充てるために低利又は無利息で貸付けを受けた場合に、その返済に要する期間として合理的と認められ

る期間内に受ける利息相当額の経済的利益は、課税しなくて差し支えないこととされています。 

（課税しない経済的利益……金銭の無利息貸付け等） 

基通 36-28 使用者が役員又は使用人に対し金銭を無利息又は 36－49 により評価した利息相当額に

満たない利息で貸し付けたことにより、その貸付けを受けた役員又は使用人が受ける経済的利益で、

次に掲げるものについては、課税しなくて差し支えない。（平 11 課法 8－11、課所 4－23 改正） 

⑴ 災害、疾病等により臨時的に多額な生活資金を要することとなった役員又は使用人に対し、その

資金に充てるために貸し付けた金額につき、その返済に要する期間として合理的と認められる期間

内に受ける経済的利益 

⑵及び⑶・・・省略 

9 被災事業用資産の損失の繰越し 

事業を営む個人のその年の前年以前 3 年内の各年において生じた純損失の金額のうち、棚卸資産、

固定資産等について災害により生じた損失に係るもの(被災事業用資産の損失の金額)がある場合には、

その損失の生じた年分が青色申告書を提出しなかった年分であっても、その被災事業用資産の損失の

金額に相当する金額は、その年分の総所得金額等の計算上控除することとされています。 

（純損失の繰越控除） 

所法七〇条 確定申告書を提出する居住者のその年の前年以前三年内の各年(その年分の所得税に

つき青色申告書を提出している年に限る。)において生じた純損失の金額(この項の規定により前年

以前において控除されたもの及び第百四十二条第二項(純損失の繰戻しによる還付)の規定により

還付を受けるべき金額の計算の基礎となつたものを除く。)がある場合には、当該純損失の金額に相
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当する金額は、政令で定めるところにより、当該確定申告書に係る年分の総所得金額、退職所得金

額又は山林所得金額の計算上控除する。 

2 確定申告書を提出する居住者のその年の前年以前三年内の各年において生じた純損失の金額

(前項の規定の適用を受けるもの及び第百四十二条第二項の規定により還付を受けるべき金額の

計算の基礎となったものを除く。)のうち、当該各年において生じた次に掲げる損失の金額に係る

もので政令で定めるものがあるときは、当該政令で定める純損失の金額に相当する金額は、政令

で定めるところにより、当該申告書に係る年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額

の計算上控除する。 

 一 変動所得の金額の計算上生じた損失の金額 

二 被災事業用資産の損失の金額 

３ 前項第二号に掲げる被災事業用資産の損失の金額とは、たな卸資産又は第五十一条第一項若

しくは第三項(資産損失の必要経費算入)に規定する資産の災害による損失の金額(その災害に

関連するやむを得ない支出で政令で定めるものの金額を含むものとし、保険金、損害賠償金その

他これらに類するものにより補てんされる部分の金額を除く。)で前項第一号に掲げる損失の金額

に該当しないものをいう。 

4  第一項又は第二項の規定は、これらの規定に規定する居住者が純損失の金額が生じた年分の

所得税につき第一項の青色申告書又は第二項各号に掲げる損失の金額に関する事項を記載し

た確定申告書をその提出期限までに提出した場合(税務署長においてやむを得ない事情がある

と認める場合には、これらの申告書をその提出期限後に提出した場合を含む。)であって、それぞ

れその後において連続して確定申告書を提出している場合に限り、適用する。 

5  第一項及び第二項の規定による控除は、純損失の繰越控除という。 
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災害や盗難などで資産に損害を受けたとき(雑損控除) 

1 制度の概要 

災害又は盗難若しくは横領によって、資産について損害を受けた場合等には、一定の金額の所得控

除を受けることができます。これを雑損控除といいます。 

2 雑損控除の対象になる資産の要件 

損害を受けた資産が次のいずれにも当てはまること。 

⑴ 資産の所有者が次のいずれかであること。  

イ 納税者 

ロ 納税者と生計を一にする配偶者やその他の親族で、その年の総所得金額等が 38 万円以下の者。 

⑵ 棚卸資産若しくは事業用固定資産等又は「生活に通常必要でない資産」のいずれにも該当しない

資産であること。 

(注) 「生活に通常必要でない資産」とは、例えば、別荘など趣味、娯楽、保養又は鑑賞の目的で保有

する不動産(平成 26 年 4 月 1 日以後は同じ目的で保有する不動産以外の資産(ゴルフ会員権など)

も含まれます。)や貴金属(製品)や書画、骨董など 1 個又は 1 組の価額が 30 万円超のものなど生

活に通常必要でない動産をいいます。 

3 損害の原因 

次のいずれかの場合に限られます。 

⑴ 震災、風水害、冷害、雪害、落雷など自然現象の異変による災害 

⑵ 火災、火薬類の爆発など人為による異常な災害 

⑶ 害虫などの生物による異常な災害 

⑷ 盗難 

⑸ 横領 

なお、詐欺や恐喝の場合には、雑損控除は受けられません。 

4 雑損控除として控除できる金額 

次の二つのうちいずれか多い方の金額です。 

⑴ (差引損失額)-(総所得金額等)×10% 

⑵ (差引損失額のうち災害関連支出の金額)-5 万円 

(注) 

1. 損失額が大きくてその年の所得金額から控除しきれない場合には、翌年以後(3 年間が限度)に繰り越し

て、各年の所得金額から控除することができます。 

なお、雑損控除は他の所得控除に先だって控除することとなっています。 

2. 「災害関連支出の金額」とは、災害により滅失した住宅、家財などを取壊し又は除去するために支出した

金額などです。 

5 差引損失額の計算のしかた 

差引損失額 = 損害金額 + 災害等に関連したやむを得ない支出の金額 - 保険金などにより補てん

される金額  

(注) 

1.「損害金額」とは、損害を受けた時の直前におけるその資産の時価を基にして計算した損害の額で

す。  
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なお、平成 26 年分の所得税からは、損害を受けた資産が減価償却資産である場合には、その資産の

取得価額から減価償却費累積額相当額を控除した金額を基にして損害金額を計算することができま

す。 

2. 「災害等に関連したやむを得ない支出の金額」とは、「災害関連支出の金額」に加え、盗難や横領によ

り損害を受けた資産の原状回復のために支出した金額をいいます。 

3. 「保険金などにより補てんされる金額」とは、災害などに関して受け取った保険金や損害賠償金などの

金額です。 

6 雑損控除を受けるための手続 

確定申告書に雑損控除に関する事項を記載するとともに、災害等に関連したやむを得ない支出の金

額の領収を証する書類を添付するか、提示してください。 

給与所得のある方は、このほかに給与所得の源泉徴収票(原本)を申告書に添付してください。  

 (注) 雑損控除とは別に、その年の所得金額の合計額が 1000 万円以下の人が災害にあった場合

は、災害減免法による所得税の軽減免除があり、納税者の選択によりどちらか有利な方法を選べま

す。 

(所法 2、62、71、72、87、120、所令 9、178、203、204、205、206、262、災免法 2) 
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 災害を受けたときの所得税の軽減免除 

災害によって住宅や家財に損害を受けたときは、災害減免法により所得税が軽減免除されます。災害

のあった年分の所得金額が 1,000 万円以下の方で、震災、風水害、火災等の災害によって受けた損害

額が住宅又は家財の 2 分の 1 以上で、かつ、雑損控除の適用を受けない場合は、所得金額に応じて所

得税額が軽減免除されます。 

この場合の住宅又は家財とは、自己又はその者と生計を一にする配偶者その他の親族でその年の総

所得金額等が 38 万円以下である者が所有する常時起居する住宅又は日常生活に通常必要な家具、什

器、衣服、書籍その他の家庭用動産をいいますが、別荘や書画、骨とう、娯楽品等で生活に必要な程度

を超えるものは含まれません。 

具体的には、所得金額が 500 万円以下の方は所得税の全額が免除され、所得金額が 500 万円を超

え 750 万円以下の方は所得税額の 2 分の 1 が、所得金額が 750 万円を超え 1,000 万円以下の方は所

得税額の 4 分の 1 が、軽減されます。 

また、給与所得者が災害減免法により源泉所得税及び復興特別所得税の徴収猶予又は還付を受け

た場合は年末調整されませんので、確定申告により所得税及び復興特別所得税を精算することになりま

す。 

この軽減免除に代えて雑損控除の適用を受けることもできます。 

(災免法 2、3、災免令 1、2、昭 27・7 直所 1-101) 

［平成 27 年 4 月 1 日現在法令等］ 

 災害を受けたときの納税の猶予 

納税者の方が災害により被害を受けた場合には、一定の国税について納税の猶予を受けることができ

ます。 

この制度には、災害により相当な損失を受けた場合の納税の猶予と災害等を受けたことにより納付が

困難な場合の納税の猶予があります。 

1 災害により相当な損失を受けた場合の納税の猶予 

この納税の猶予を受けられる方は、災害により全積極財産のおおむね 20％以上の損失を受けた方

です。また、納税の猶予を受けられる国税は、次のようなもので、その損失を受けた日以後 1 年以内に

納付すべきものです。 

⑴ 災害がやんだ日以前に課税期間の満了した所得税又は法人税や災害がやんだ日以前に取得し

た財産に係る相続税又は贈与税で、納期限がその損失を受けた日以後に到来するもののうち、猶

予申請の日以前に納付すべき税額の確定したもの 

⑵ 災害がやんだ日の属する月の末日以前に支払われた給与等の源泉所得税等で法定納期限がま

だ到来していないもの 

⑶ 災害がやんだ日以前に課税期間が経過した消費税で、納期限が損失を受けた日以後に到来する

もののうち、猶予申請の日以前に納付すべき税額の確定したもの 

⑷ 予定納税に係る所得税並びに中間申告に係る法人税及び消費税 

納税の猶予期間は、損失の程度により、納期限から 1 年以内の期間となります。 

2 災害等を受けたことにより納付が困難な場合の納税の猶予 



9 

 

災害その他やむを得ない理由に基づき、国税を一時に納付することができないと認められる場合に

は、税務署長に申請をすることにより、納税の猶予を受けることができます。 

なお、この納税の猶予を受けるためには、原則として猶予を受けようとする金額に相当する担保の提供

が必要です（猶予金額が 100 万円以下、猶予期間が 3 月以内又は特別の事情がある場合は不要）。 

また、納税の猶予を受けられる国税は、災害等により被害を受けたことに基づき、一時に納付すること

ができないと認められる国税です。 

納税の猶予期間は、原則として 1 年以内の期間に限りますが、猶予期間内に納付ができないやむを

得ない理由がある場合は、既に認められている猶予期間と合わせて 2 年を超えない期間内で、申請によ

り猶予期間の延長を受けることができます。 

よって、同一の災害を理由として、災害により相当な損失を受けた場合の納税の猶予と災害等を受け

たことにより納付が困難な場合の納税の猶予及びその猶予期間の延長により、最長 3 年間の猶予を受け

ることができます。 

3 納税の猶予を受けるための手続 

災害を受けたときの納税の猶予を受けるためには、必要事項を記載した「納税の猶予申請書」に、必要

書類を添付して、納税地の所轄税務署長に提出する必要があります。 

(通法 11、46、46 の 2、通令 13、14、15、15 の 2、通基 46、46 の２平成 27 年 4 月 1 日現在法令等) 

 給与所得者、公的年金受給者が災害を受けたときの源泉所得税及び復興特別所得税の徴収

猶予及び還付 

災害を受けた給与所得者、公的年金受給者の方の災害による損害金額が、住宅又は家財の価額の 2 分

の 1 以上で、かつ、その年分の所得金額の見積額が 1,000 万円以下である場合には、所得金額の見積額

に応じて、源泉所得税及び復興特別所得税の全部又は一部について徴収猶予や還付を受けることができ

ます。この場合の住宅又は家財とは、自己又はその者と生計を一にする配偶者その他の親族でその年の総

所得金額等が 38 万円以下である者が所有する常時起居する住宅又は日常生活に通常必要な家具、什

器、衣服、書籍その他の家庭用動産をいいますが、別荘や書画、骨とう、娯楽品等で生活に必要な程度を

超えるものは含まれません。 

また、災害による住宅や家財の損害金額がこれらの価額の 2 分の 1 未満、又は、その年の所得金額の合

計額が 1,000 万円を超える場合で、災害による損害金額について雑損控除の適用が受けられると認められ

るときには、徴収猶予限度額に達するまでの金額について、源泉所得税及び復興特別所得税の徴収猶予

を受けることができます。 

なお、徴収猶予や還付を受けようとする方は、給与又は公的年金等の支払者を経由して、災害を受けた

方の納税地の所轄税務署長（注）（還付を受けようとする方は直接納税地の所轄税務署長）に「源泉所得税

及び復興特別所得税の徴収猶予・還付申請書」等の書類を提出する必要します。 

給与所得者がこの源泉所得税及び復興特別所得税の徴収猶予又は還付を受けた場合は年末調整がさ

れませんので、確定申告により所得税及び復興特別所得税を精算することになります。 

(災免法 3、災免令 3 の 2、4、5、6、9、10、昭 27・7 直所 1-101、復興財確法 33、復興特別所得税政令 13) 

 災害を受けたときの予定納税の減額申請 

所得税及び復興特別所得税の予定納税をされる方が、災害により損失を受けたときは、次により、減額

申請をすることで予定納税額の軽減免除を受けることができます。 
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⑴ 6 月 30 日までに災害を受けた方で、6 月 30 日の現況によって見積もったその年分の所得税及び復

興特別所得税の額が予定納税基準額に満たないときは、その年の 7 月 15 日までに予定納税の減額

申請をすることで第一期分及び第二期分の予定納税額が軽減免除されます。 

⑵ 7 月 1 日以後に災害を受けた方で、災害減免法による所得税の軽減免除の適用を受けることのでき

る方で、災害を受けた日において見積もったその年分の所得税及び復興特別所得税の額が予定納税

基準額に満たないときは、災害にあった日から 2 か月以内に、第一期分又は第二期分の予定納税額

の減額を申請することができます。 

⑶ 7 月 1 日以後 10 月 31 日までの間に災害を受けた方で、(2)の適用を受けない方でも 10 月 31 日の

現況によりその年の申告納税額を見積り、11 月 15 日までに第二期分の予定納税額の減額申請をす

ることができます。 

(所法 111、災免法 3、災免令 3、復興財確法 33) 
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災害減免法による所得税の軽減免除 

1 制度の概要 

災害によって受けた住宅や家財の損害金額(保険金などにより補てんされる金額を除きます。)がその

時価の 2 分の 1 以上で、かつ、災害にあった年の所得金額の合計額が 1000 万円以下のときにおいて、

その災害による損失額について雑損控除を受けない場合は、災害減免法によりその年の所得税が次の

ように軽減されるか又は免除されます。 

災害減免法により軽減又は免除される所得税の額の表 

所得金額の合計額 軽減又は免除される所得税の額 

500 万円以下 所得税の額の全額 

500 万円を超え 750 万円以下 所得税の額の 2 分の 1 

750 万円を超え 1000 万円以下 所得税の額の 4 分の 1 

(注) 「所得金額の合計額」とは、総所得金額(純損失、雑損失、居住用財産の買換え等の場合の譲渡

損失及び特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除後)、分離課税の土地等に係る事業所得及び雑

所得の金額、特別控除後の分離課税の長(短)期譲渡所得の金額、申告分離課税の上場株式等に

係る配当所得の金額、上場株式等に係る譲渡損失及び特定中小会社が発行した株式に係る譲渡

損失の繰越控除後の申告分離課税の株式等に係る譲渡所得等の金額、先物取引の差金等決済に

係る損失の繰越控除後の申告分離課税の先物取引に係る雑所得等の金額、山林所得金額及び退

職所得金額の合計額をいいます。 

2 適用を受けるための手続 

災害減免法の適用を受けるためには、確定申告書等に適用を受ける旨、被害の状況及び損害金額を

記載して、納税地の所轄税務署長に確定申告書等を提出することが必要です。 

3 源泉所得税の徴収猶予及び還付 

給与所得者や公的年金等の受給者が災害による被害を受けた場合は、一定の手続をすることにより、

源泉所得税の徴収猶予や還付が受けられる場合があります。 

(所法 72、災免法 2、3、災免令 1～6、9、10)  

[平成 27 年 4 月 1 日現在法令等] 

給与所得者、公的年金受給者が災害を受けたときの源泉所得税及び復興特別所得税の徴収猶予及び還

付 

災害を受けた給与所得者、公的年金受給者の方の災害による損害金額が、住宅又は家財の価額の 2 分

の 1 以上で、かつ、その年分の所得金額の見積額が 1,000 万円以下である場合には、所得金額の見積額

に応じて、源泉所得税及び復興特別所得税の全部又は一部について徴収猶予や還付を受けることができ

ます。この場合の住宅又は家財とは、自己又はその者と生計を一にする配偶者その他の親族でその年の総

所得金額等が 38 万円以下である者が所有する常時起居する住宅又は日常生活に通常必要な家具、什

器、衣服、書籍その他の家庭用動産をいいますが、別荘や書画、骨とう、娯楽品等で生活に必要な程度を

超えるものは含まれません。 

また、災害による住宅や家財の損害金額がこれらの価額の 2 分の 1 未満、又は、その年の所得金額の合

計額が 1,000 万円を超える場合で、災害による損害金額について雑損控除の適用が受けられると認められ
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るときには、徴収猶予限度額に達するまでの金額について、源泉所得税及び復興特別所得税の徴収猶予

を受けることができます。 

なお、徴収猶予や還付を受けようとする方は、給与又は公的年金等の支払者を経由して、災害を受けた

方の納税地の所轄税務署長（注）（還付を受けようとする方は直接納税地の所轄税務署長）に「源泉所得税

及び復興特別所得税の徴収猶予・還付申請書」等の書類を提出する必要があります。 


